
越生町こどもの居場所ネットワーク
「ＯＧＯＳＥこどもベース」が立ち上がりました

　越生町のこどもたちのために 持続可能なこどもの居場所を

　越生町こどもの居場所ネットワーク「ＯＧＯＳＥこどもベース」を令和 6 年
6 月 13 日に設立しました。
　ＯＧＯＳＥこどもベースは、町内でこどもの居場所を提供する活動をしてい
る団体が、互いにつながり情報や課題を共有し合い、こどもの居場所の更なる
充実や取り組みの輪を広げ、持続可能なものにしていくことを目的としたネッ
トワークです。
　現在、こども食堂、学習支援、多世代交流、プレイパーク、体験教室など８団体が参加しています。
　こどもが中心となることを考え、多様な活動でいつでも自由に気軽におとずれることができる居場
所となることを目指しています。
　こどもたちの笑顔が私たちの活動のベースです。

名前の由来
　ホームベース、ベースキャンプ、こどもまんなか
　町の宝であるこどものことを中心に考えるまちであってほしいという願いから

　加入団体
　上野の森プレイパーク
　　自然の里山を活用したプレイパークを月１回を目処に開催しています。自然体験の場としても

利用できます。
　おごせ寺子屋の会
　　ボランティアの学習塾です。小学生から高校生を対象として、大学受験対策も行っています。
　介護よろずや風の家　梅っち食堂
　　こども食堂。こどもが家に帰って家族が帰宅するまでの時間を、施設を利用して宿題をしたり、

入居者と触れ合うことで感受性を育みます。
　こども食堂　奏
　　毎月１回、山口農園「梅凛カフェ」にてこども食堂を運営。高校生が参加することで、こども

たちの遊び相手となり、宿題も見てもらえます。
　ＳＵＮかふぇ
　　食べて遊んで、みんなで笑おう！赤ちゃんからお年寄りまで楽しく過ごそう。（不定期開催）
　四季の郷越生　こども食堂
　　季節ごとにこども食堂を開催。外国語の日常会話を体験する学習支援、高齢者との触れ合いに

より世代間交流を図ります。
　ひまわりこども室
　　土・日・祝の午後１時から４時までゆうがく館にて、協力員とともに遊びやコミュニケーショ

ンがとれる居場所づくりを行っています。
　わんぱくアグリきっず
　　農業を通じて、自然・人・食・地域と繋がることができます。年間を通じて様々な体験を企画・

実施しています。
　越生町社会福祉協議会・越生町
　　ネットワークの事務局を行っています。

〇昨年 12 月 14 日に「クリスマスこども食堂」を開催しました。
　　ＯＧＯＳＥこどもベースの初めてのイベントとなりました。
　　メニューは、カレーライスで、たくさんの方にご参加いただきました。

〇今後の活動 
　　定期的に会議を開催し、情報交換や課題を共有することで、こどもの

居場所の運営の安定化を図り、持続可能なものにしていきます。
　　また、情報発信を行い、新たな団体の立ち上げ支援など、町全体でこどもの居場所を盛り上げて

いきます。 
　　こどもの居場所の活動にご興味のある方はぜひお問い合わせください。

　参加団体の最新の開催状況は越生町ＨＰ「こどもページ」で

あＯＧＯＳＥこどもベース事務局　子育て支援課　子ども担当　う内線161

ロゴマーク：埼玉県立
越生高校美術部
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う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

たばこは地元で買いましょう

越生町営樹木葬墓苑「五大尊花木墓苑」現地見学会を開催します

幼児教育・保育の無償化の申請

越生町中小企業退職金共済
掛金補助制度について

　市町村たばこ税は、愛煙家のみなさまがお買
い求めになられた小売店の所在する市区町村の
税収となります。令和５年度の越生町の町たば
こ税収は約 5,240 万円で、町の貴重な財源と
なっています。
　たばこは地元で買いましょう。

あ税務課　課税担当　う内線 133

　越生町営樹木葬墓苑「五大尊花木墓苑」は、墓石を設けず、つつじ１本ごとの区画に遺骨を埋蔵し、
できる限り自然なままで土に還る「自然葬」という新しい供養の形を実現した墓苑となっております。
　このたび、現地見学会を行いますので、お墓をご検討されている方は、ぜひご参加ください。

日　時　２月 16日（日）午前 10時～午後３時
　　　　３月 23日（日）　　　　　〃
　　　　４月 20日（日）　　　　　〃
場　所　越生町営樹木葬墓苑「五大尊花木墓苑」（埼玉県入間郡越生町大字黒岩 336 番地）

※直接現地にお越しください。（専用駐車場有）
※申込不要、参加費無料、荒天時中止。
※参加された先着 30名様に越生の農産物をプレゼントします。ぜひご参加ください。

あまちづくり整備課　環境管理担当　う内線 153・156

対　　象　令和７年４月から、①新制度未移行
幼稚園（満３歳以上児）、②認可外
保育施設等（３歳以上児または非課
税世帯の３歳未満児で、保育の必要
性がある児童）、③幼稚園預かり保
育（保育の必要性がある児童に限る）
を利用する児童

申請方法　世帯全員の個人番号がわかるのもの、
就労証明書等（②③のみ）を持参の
うえ、３月 10 日（月）までに子育
て支援課で申請

※越生みどり幼稚園は、③の場合のみ申請が必
要です。町外施設は、申請の有無を施設にご
確認ください。

※５月以降に利用する場合は、利用開始日の前
月末日（休日の場合はその前日）までに申請
してください。

あ子育て支援課　子ども担当　う内線 161

　中小企業退職金共済制度に加入している事業
主に対し、加入従業員数に応じて掛金の一部を
３年間補助します。

対象期間　令和７年１月～ 12月
申請期限　２月 28日（金）
申請書類　産業観光課窓口のほか、
　　　　　町ホームページにも掲載
　　　　　しています。

※詳細は、町ホームページをご確認ください。

あ産業観光課　観光商工担当　う内線 147
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